
特 別 抗 告 状

平成２６年５月２３日

最高裁判所　御中

〒６８０－１１６５　鳥取市下味野４１５－１（住所）

〒６８０－１４１７　鳥取県鳥取市桂見６６５－８　平和開発気付（送達場所）

（電話 ０５０－５８６７－９９３０）

（ＦＡＸ０８５７－５４－１７８１）

特 別 抗 告 人　　　宮 部 慎 太 郎

〒６８０－８５７１　鳥取県鳥取市尚徳町１１６番地

相 手 方　　　鳥 取 市

上 記 代 表 者 市 長　　　竹 内 功

上記当事者間の広島高等裁判所松江支部平成２６年（行ス）第１号文書提出命令

申立却下決定に対する即時抗告事件（原審・鳥取地方裁判所平成２５年（行ク）第

１号文書提出命令申立事件）（基本事件・鳥取地方裁判所平成２４年（行ウ）第６

号固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認請求事件）について、同裁判所が平成２６年５

月２２日にした下記決定（平成２６年５月２３日告知）は不服であるから、特別抗告

を提起する。

第１ 原決定の表示

本件抗告を棄却する

第２ 抗告の趣旨

原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。

第３ 抗告の理由

おって、特別抗告理由書を提出する。
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付 属 書 類

１ 特別抗告状副本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
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